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令和４年１１月１６日に提出された地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２

条第１項の規定に基づく徳島県職員措置請求については，次の理由により却下する。

第１ 請求の要旨

徳島県職員措置請求書及び事実証明書の内容から，請求の要旨を概ね次のとお

りと解した。

訴えの相手は，徳島県警察本部長

情報公開で得た徳島県警察本部が発注する工事の入札による落札結果は，令和

３年度でも徳島県東部県土整備局吉野川庁舎の土木工事と比較すると平均１．４

％以上の高落札率となっている。

過去毎年度の平均落札率も高率である事から，業者間の談合が強く疑われるの

で，徳島県警察本部で事情を聞いたところ，業者間で話し合いが出来ておりスム

ーズな入札が出来ていると驚愕する回答であった。

徳島県警察本部発注の公共工事入札は，「公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律」で定める第３章不正行為等に対する措置第１０条に違反して

いるとみられる。

「公共工事は，その多くが経済活動や国民生活の基盤となる社会資本の整備を

行うものであり，その入札及び契約に関していやしくも国民の疑惑を招くことの

ないようにするとともに，適正な施行を確保し，良質な社会資本の整備が効率的



に推進されるようにすることが求められる。」と公共工事の入札及び契約の適正

化を図るための措置に関する指針（適正化指針）でも示されている。

業者間の談合は，「談合罪」刑法第９６条の６第２項に公正な価格を害し，ま

たは不正な利益を得る目的で談合した者を罰する旨が規定されており，違反者に

は３年以下の懲役もしくは２５０万円以下の罰金またはこれらの両方が科せられ

る。

又，独占禁止法第３条，第２条第９項第６号に違反する行為でもあり，違反者

には５年以下の懲役または５００万円以下の罰金が科せられ，法人等の違反では

５億円以下の罰金が科せられる。

したがって，徳島県警察本部は，このような入札事実を看過すること無く，法

令に則り，業者間の談合を捜査すると共に公正取引委員会への通知をしなければ

ならない。

この措置を怠っている徳島県警察本部による徳島県へあたえる損失

（２３，３１４，３９４円)は多大なものである。

したがって，徳島県警察本部長に対し当該損失の返還を求める。

（事実証明書の記載は省略する。）

第２ 決定の理由

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第１

項に規定する住民監査請求は，普通地方公共団体の執行機関又は職員に違法又は

不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときに，これらの事実を客

観的に証する書類を添え，当該普通地方公共団体の住民が監査委員に対し監査を

求め，当該普通地方公共団体が被った損害を補填するために必要な措置等を講ず

ることを請求できる制度である。

すなわち，請求人は，監査請求を行うに当たっては，自らが問題とする財務会

計行為を特定するとともに，特定した財務会計行為の違法性又は不当性について，

具体的かつ客観的に摘示する必要がある（別記１最高裁判決 参照）。

そのためには，事実を証する書面を提出しなければならないが，その趣旨は，

事実に基づかない単なる憶測や主観だけで住民監査請求がされる弊害や監査請求

が乱発される弊害を防止することにあるとされている。

ここで，本件請求について見てみると，請求人は，令和３年度における警察本

部と東部県土整備局吉野川庁舎（以下「吉野川庁舎」という。）の土木工事等の

入札結果を情報公開等で入手し，両者の落札率を集計して，警察本部の落札率が

吉野川庁舎より平均して１．４％高いことをもって，談合の疑いがあり，警察本

部の入札結果の集計額に１．４％を乗じた額を，徳島県が被った損害であると主



張しているが，これは，請求人が問題とする財務会計行為を特定しているとはい

えない。

また，落札率が高いことをもって，談合があるとは直ちに認められないことか

ら（別記２名古屋高裁金沢支部判決 参照），違法性又は不当性について，具体

的かつ客観的に摘示しているとはいえない。

以上のことから，本件請求は，法第２４２条第１項に規定する住民監査請求の

対象とならないものと判断する。



（別記１最高裁判決）最高裁判所第三小法廷平成２年６月５日判決抜粋

住民監査請求においては，対象とする当該行為等を監査委員が行うべき監査の端緒

を与える程度に特定すれば足りるというものではなく，当該行為等を他の事項から区

別して特定認識できるように個別的，具体的に摘示することを要し，また，当該行為

等が複数である場合には，当該行為等の性質，目的等に照らしこれらを一体とみてそ

の違法又は不当性を判断するのを相当とする場合を除き，各行為等を他の行為等と区

別して特定認識できるように個別的，具体的に摘示することを要するものというべき

であり，監査請求の対象が右の程度に具体的に摘示されていないと認められるときは，

当該監査請求は，請求の特定を欠くものとして不適法であり，監査委員は右請求につ

いて監査をする義務を負わないものといわなければならない。

（別記２名古屋高裁金沢支部判決）名古屋高等裁判所金沢支部平成１９年１月１５日

判決抜粋

実際の入札にあっては，入札者による入札価格及び入札の結果は，個々の入札者の

企業規模，従前の工事実績等の実際の入札者の個別的属性のほか，受注期における工

事需給の多寡等の経済的情勢，履行の難易及び履行期の長短等の当該工事の特殊性等，

様々な他の要因が複雑に影響しあうとも考えられ，談合の事実がなくとも，理想的な

自由競争が行われた場合の入札結果と常に一致するとは限らないから，入札価格や落

札率をもって，直ちに談合の存在を推認することはできない。


